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※別紙・別冊についての掲載は省略しています。 
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条例  

 

 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年５月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

  第２７条の６第１項中「においては」を「には」に、「同項第１号に掲げる寄 

附金」を「同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第２項中

「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１１項」に改める。 

  附則第６条の見出し、附則第６条の２の見出し並びに同条第１項及び第２項、 

附則第７条の見出し及び同条第１項から第５項までの規定、附則第７条の３並び

に附則第８条（見出しを含む。）中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め

る。 

  附則第１１条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項 

中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

  附則第１３条の見出し及び同条第１項から第３項までの規定、附則第１３条の 

２第１項及び第２項、附則第１３条の３並びに附則第１４条（見出しを含む。）

中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

  附則第１７条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

  附則第１９条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に、「平 

成３３年」を「令和３年」に改める。 

  附則第１９条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第 

１１項第２号」に改める。 

 附則第１９条の５の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改

め、同条第１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号

に掲げる寄附金（次条」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附
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金（以下この項及び次条」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄

附金」に改め、「ところにより、」の次に「特例控除対象寄附金を受領する」を

加え、「（特別区長を含む。以下この条において同じ」を「若しくは特別区の長

（次項において「都道府県知事等」という」に改め、同条第２項中「都道府県知

事又は市町村長」を「都道府県知事等」に改める。 

  附則第１９条の６中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」 

に、「においては」を「には」に改める。 

  附則第２０条第１項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。 

  附則第２６条第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め 

る。 

  附則第３２条第１項中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

  附則第３３条第１項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」に 

改める。 

第２条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２９条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項と 

し、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法

第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するもの

が、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる

事項のうち法施行規則で定めるものについては、法施行規則で定める記載によ

ることができる。 

  第２９条の４の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、 

同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

  第２９条の５の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、 

「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養

親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項

の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的

年金等」を「公的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。 
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⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第２９条の５第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」

に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に

改める。 

  第２９条の６第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同条 

第８項」に、「第８項」を「第９項」に、「においては」を「には」に改める。 

  附則第１１条の２に次の３項を加え、同条を附則第１１条の２の２とする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規

定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附

則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境

性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１１条の

４の規定により読み替えられた第６２条の７第１項の納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、当該

事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正

の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこ

とを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことに

よるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例に

よることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を

適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

  附則第１１条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１１条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を

含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条にお

- 5 -



いて同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和２年９月３０日までの間（附則第１１条の６第３項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第６２条第 1 項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

附則第１１条の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６２条の５（第

２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の

取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあ

るのは「１００分の１」とする。 

附則第１２条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」

の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加

え、同条に次の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対す

る第６４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽

自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ） a  ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ） b  ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動

車」という。）のうち３輪以上のものに対する第６４条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 
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第２号ア（ウ） a  ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ） b  ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３

輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第６４条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令

和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ） a  ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ） b  ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

  附則第１２条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１２条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第

６５条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期

限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申

請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が

当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申

請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪

以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第

６６条及び第６６条の２の規定を除く。）を適用する。 
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３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加

算した金額とする。 

第３条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改め 

る。 

  附則第１２条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加え 

る。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のう

ち、自家用の乗用のものに対する第６４条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

  附則第１２条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 

当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例第２７条の６の改正規定並びに同条例附則第１９条

の４、第１９条の５及び第１９条の６の改正規定並びに次条の規定 令和元年

６月１日 

⑵ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和元年

１０月１日 

⑶ 第２条中甲府市市税条例第２９条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８

項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並びに第

２９条の４、第２９条の５及び第２９条の６第１項の改正規定並びに附則第３

条の規定 令和２年１月１日 

⑷ 第３条中甲府市市税条例第２０条の改正規定及び附則第４条の規定 令和３

年１月１日 

⑸ 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第６条の規定 令和３年

４月１日 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。）

第２７条の６並びに附則第１９条の４及び第１９条の６の規定は、令和２年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２７条の６第１項及び附則第１９条の６の規定の適用については、令 

和２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の 

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２７条の６第１

項 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第

１項第１号に掲げる寄附金（令

和元年６月１日前に支出したも

のに限る。） 

附則第１９条の６ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第

３１４条の７第１項第１号に掲

げる寄附金（令和元年６月１日

前に支出したものに限る。） 

送付 送付又は甲府市市税条例の一部

を改正する条例（令和元年５月

条例第１号）附則第２条第３項

の規定によりなお従前の例によ

ることとされる同条例第１条の

規定による改正前の甲府市市税

条例附則第１９条の５第３項の

規定による同条第１項に規定す

る申告特例通知書の送付 

３ 新条例附則第１９条の５第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納 

税義務者が前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部

を改正する法律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」とい

う。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所

得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税

法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例によ

る。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例（次項及び 
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第３項において「２年新条例」という。）第２９条の２第６項の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告

書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日 

以後に平成３１年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合について 

は、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第２９条の４第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附則 

第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき甲府市市税条例第

２９条の２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第２９条の４第１

項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ ２年新条例第２９条の５第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施 

行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法

律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以

下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公

的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）につ

いて提出する２年新条例第２９条の５第１項に規定する申告書について適用す

る。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例第２０条第 

１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による改正 

後の甲府市市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税

の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３

輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以 

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第６条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定は、 

令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分ま

での軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

- 10 -



規則  

 

 甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  令和元年５月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１号 

   甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一

部を改正する規則 

 甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則（平成  

１８年９月規則第６８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表条例第２条第１号の規定に該当する契約の項契約期間の上限の欄中 

「。）」を「。）ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。」に改め

る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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告示 
                          

甲府市告示第２３２号 

 

甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に

より縦覧に供する。 

 

  令和元年５月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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甲府市告示第２３３号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

道路法による事業計画の定められた道路で、２年以内にその事業が執行される予定

のものとして、次のとおり指定する。  

 その関係図書はまちづくり部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。  

 

令和元年５月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業名      都市計画道路高畑町昇仙峡線 

２ 道路の種類    県道 

３ 路線名      県道甲府昇仙峡線 

４ 道路の地名地番  甲府市千塚四丁目３１５６番８地先 から 

（今回施工分）     千塚四丁目３４９７番１地先 まで 

５ 延長       ３２７ｍ 

６ 幅員       １６ｍ 
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                          甲府市告示第２３４号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  令和元年５月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第２３５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和元年５月１４日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和元年５月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市落合町地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：成猫、小型 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２３６号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和元年５月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高畑北部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
牧 野 憲 雄 深 沢 祐 治 

代表者 

住 所 
甲府市高畑一丁目１６番３号 甲府市高畑一丁目４番３号 

３ 変更年月日  平成３１年４月５日 
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甲府市告示第２３７号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和元年５月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西下条自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
花 田 尚 則 向 山  修 

代表者 

住 所 
甲府市西下条町６３３番地１ 甲府市西下条町７１８番地 

３ 変更年月日  平成３１年３月２３日 
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甲府市告示第２３８号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和元年５月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   塩部第三自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
長 田 良 一 中 楯 雄 士 

代表者 

住 所 
甲府市塩部三丁目１６番１３号  甲府市塩部四丁目１０番２０号  

３ 変更年月日  平成３１年３月２３日 
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甲府市告示第２３９号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和元年５月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高室町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
石 原 英 治 中 澤 孝 成 

代表者 

住 所 
甲府市高室町２５８番地２ 甲府市高室町７３９番地 

３ 変更年月日  平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２４０号  

 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき、山城地区、大

国地区、大里地区、里垣地区の令和元年度特定計量器定期検査を次のとおり実施す

るので、計量法第２１条第２項の規定により公告する。 

 

令和元年５月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 検査日程 

検査月日 受付時間 検査場所 対象地区 

６月１０日（月） 午前１０時から正午 大国小学校 

山城地区 

大国地区 

大里地区 

６月１１日（火） 

午前１０時から正午 

午後１時から３時 
里垣小学校 里垣地区 

６月１２日（水） 

２ 検査対象特定計量器 質量計 
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甲府市告示第２４１号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

  令和元年５月１０日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービスＣ  

２ 業務概要  

  元気アップチェック（基本チェックリスト）により介護予防・日常生活支援サ

ービス事業対象者として登録された者、あるいは要支援１及び２の認定を受けて

いる者に対し、介護予防ケアマネジメントの結果、サービスを利用することで、

介護予防を自分で実施するセルフケアにつながることが期待できる者に次の通所

型サービスＣを実施する。（詳細は各仕様書参照） 

（１）元気運動教室（運動機能の向上・器械あり）  

（２）元気運動教室（運動機能の向上・器械なし）  

（３）わっはっ歯教室（口腔機能の向上） 

３ 事業期間 

  令和元年７月１日～令和２年３月３１日  

４  参加資格要件  

次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）市内の会場で別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能な法人

又は個人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

でないこと又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）に基づく処分の対象になっている団体及び構成員でないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく、更正手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（７）国税及び事業所等が所在する市町村の税を滞納していないこと。  

 

５  募集要領等の配布 

（１）配布期間 令和元年５月１０日（金）～５月１６日（木） 
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日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第  

１７８号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

（２）配布場所 甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 介護予防課窓口 

（３）配布方法 直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

６ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

（１）提出期間等 令和元年５月１７日（金）～５月３０日（木） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

（２）提出場所 甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 介護予防課窓口 

７ スケジュール 

  告示        令和元年５月１０日（金） 

  募集要領等の配布  令和元年５月１０日（金）～１６日（木）午後５時 

  質問書の受付    令和元年５月１０日（金）～１６日（木）午後５時 

  質問書の回答    令和元年５月１６日（木）～２２日（水）※順次回答 

  参加表明書等の提出 令和元年５月１７日（金）～５月３０日（木）午後５時 

  実地調査      令和元年５月２３日（木）～６月７日（金） 

  選定結果通知発送  令和元年６月１８日（火） 

  業務委託契約締結  令和元年７月 １日（月） 

８ 連絡先 

甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２３６－０１１８ 
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                          甲府市告示第２４２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和元年５月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市川田町字外中代５５７番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲州市塩山西広門田２２６番地 

   メゾンリッチＣ棟１０２号 

望 月  愛 
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甲府市告示第２４３号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

令和元年５月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社グローアップ 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉三丁目８番７号 

３ 事業所名     発達支援教室 ライフ 

４ 事業所の所在地  甲府市住吉三丁目８番７号 

５ 事業の種類    児童発達支援、放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０２５４９ 

７ 指定年月日    令和元年５月１日 
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甲府市告示第２４４号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規定する

指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０第２項第１号及び児童福祉法

第２４条の３７第１号の規定により公示する。 

 

令和元年５月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     特定非営利活動法人ライフサポート  

２ 事業者の所在地  甲府市羽黒町８２９番地６ 

３ 事業所名     相談支援事業所リアライズ 

４ 事業所の所在地  甲府市羽黒町８２９番地６ 

５ 事業の種類    指定特定相談支援、指定障害児相談支援  

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９３０１０２５５１（指定特定相談支援） 

１９７０１０２５６０（指定障害児相談支援） 

８ 指定年月日    令和元年５月１日 

 

 

 

 

- 25 -



                          甲府市告示第２４５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和元年５月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市蓬沢町字整理地１１２２番３ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市蓬沢１丁目８番３号 

   髙 野 嘉 朗 
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                          甲府市告示第２４６号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和元年５月１０日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第２４７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和元年５月１５日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和元年５月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市城東２丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒 

６ その他の特徴：成猫、首輪無し 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２４８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第２８８号 

（２）業務名称     都市再生整備計画策定支援業務委託（甲府駅周辺地区）  

（３）履行期間     契約締結日から令和２年３月６日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）配置技術者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

ア 担当技術者、管理技術者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理部門－

建設－都市及び地方計画又は建設部門－都市及び地方計画）、シビルコンサ

ルティングマネージャ：RCCM（都市計画及び地方計画）、土木学会認定土

木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者－調

査・計画）等の業務内容に応じた資格を有する技術者であり、日本語に堪能

（日本語通訳が確保できれば可）であること。 

  イ 直接的かつ恒常的な雇用関係（参加申請日以前３か月以上の継続した雇用

関係）があること。 

  ウ 担当技術者、管理技術者及び照査技術者は、それぞれ別の者を配置できる

体制であること 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２３日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和元年５月２３日（木）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２３日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和元年５月２３日（木）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年６月７日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０  

／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき  

は、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者  

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 
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この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２４９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月１３日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１号 

工事名 史跡武田氏館跡梅翁曲輪ゾーン整備工事（第３次） 

工事場所 甲府市屋形三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝１３６．０４ｍ（№３～№１３） 

・盛土 Ｖ＝２１０．０㎥ 

・法面安定ジオテキスタイル Ａ＝１７３．０㎡ 

・地被類植栽（コグマザサ） Ｎ＝３，６９３鉢 

・マルチング被覆 Ａ＝１４８．０㎡ 

・かご枠 Ｌ＝９４．０ｍ 

・透水性高炉スラグ舗装（カラーサンド） 

Ａ＝２４０．０㎡ 

・ガードパイプ（Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ） 

 Ｌ＝１０５．０ｍ 

・転落（横断）防止柵 Ｌ＝１２９．０ｍ 

・仮設工 １式 

２ 工期 令和元年１０月１６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

２８，１３８，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１ 

件の工事請負額が１，４００万円以 

上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月１３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年５月２２日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月１３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年５月２２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年５月２８日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月１３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年５月２９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月１３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年５月２９日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月６日 

午前９時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日 

改正） 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２５０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月１３日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１７号 

工事名 農道舗装工事（Ｈ３１－１） 

工事場所 甲府市下今井町地内 

工事概要 

１ 工事内容 
・アスファルト舗装工 Ａ＝２，２４０．０㎡ 

・構造物撤去工 １式 

２ 工期 令和元年８月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１１，７９３，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月１３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年５月２２日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月１３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年５月２２日 

午後３時まで 
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５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年５月２８日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月１３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年５月２９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月１３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年５月２９日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月６日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日 

改正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第２５１号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の事業の廃止の届け出があったので、同法第５５条の３の規定に

より公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１０１７００ 

２ 名 称    薬局もみのき 

３ 所 在 地    甲府市長松寺町１３－１０ 

４ 開 設 者    橘田博子 

５ 廃 止 年 月 日    平成３１年３月５日 
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甲府市告示第２５２号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があったので、同法第５５

条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１１３５６４ 

２ 名 称    共創未来甲府薬局 

３ 所 在 地    甲府市増坪町５３１－３ 

４ 開 設 者    株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山善郎 

５ 管 理 者    朝倉晶子 

６ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日
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甲府市告示第２５３号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があったので、同法第５５

条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１４０２０３ 

２ 名 称    共創未来甲府中央薬局 

３ 所 在 地    甲府市朝気１－９３－２ 

４ 開 設 者    株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山善郎 

５ 管 理 者    髙橋一之 

６ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日
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甲府市告示第２５４号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があったので、同法第５５

条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１４０１２０ 

２ 名 称    ファーマみらい西下条薬局 

３ 所 在 地    甲府市西下条町１７番地 

４ 開 設 者    株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山善郎 

５ 管 理 者    青山直生 

６ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１
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甲府市告示第２５５号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があったので、同法第５５

条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１４０３１０ 

２ 名 称    みどり薬局緑が丘店 

３ 所 在 地    甲府市緑が丘２丁目２番１６号  

４ 開 設 者    ワカバ(株) 代表取締役 水越誠 

５ 管 理 者    永田和徳 

６ 変 更 年 月 日    平成 ３１年４月１１日
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甲府市告示第２５６号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号    １９７０１０３３７８ 

２ 事 業 所 の 名 称    みのり居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地    甲府市太田町３番１２号 

４ サービスの種類    居宅介護支援事業 

５ 開 設 者    KASAI Office 株式会社 代表取締役 河西保子 

６ 管 理 者    河西保子 

７ 変 更 年 月 日    平成３０年１０月１１日 
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甲府市告示第２５７号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号   １９７０１０４６１６ 

２ 事 業 所 の 名 称   リタワーク 

３ 事業所の所在地   甲府市湯村３－１８－１２ 

４ サービスの種類   介護予防訪問介護、訪問介護 

５ 開 設 者   株式会社ファミリーケア 代表取締役 末木とも子 

６ 管 理 者   末木 龍 

７ 変 更 年 月 日   平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２５８号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号    １９４０１４０２０３ 

２ 事 業 所 の 名 称    共創未来 甲府中央薬局 

３ 事業所の所在地    甲府市朝気１－９３－２ 

４ サービスの種類    介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導 

５ 開 設 者    株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山善郎 

６ 管 理 者    髙橋一之 

７ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２５９号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号    １９４０１１３５６４ 

２ 事 業 所 の 名 称    共創未来甲府薬局 

３ 事業所の所在地    甲府市増坪町５３１－３ 

４ サービスの種類    介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導 

５ 開 設 者    株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山善郎 

６ 管 理 者    朝倉晶子 

７ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２６０号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の

２の規定に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更

の届け出があったので、同法第５５条の３の規定により公示する。  

 

令和元年５月１３日  

 

甲府市長  樋  口  雄  一  

 

１  事 業 所 番 号  １９４０１４０１２０  

２  事 業 所 の 名 称  ファーマみらい  西下条薬局  

３  事業所の所在地   甲府市西下条町１７番地  

４  サービスの種類   導介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導  

５  開 設 者  株式会社ファーマみらい  代表取締役  岡山善郎  

６  管 理 者  青山直生  

７  変 更 年 月 日  平成３１年４月１日  
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甲府市告示第２６１号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号    １９７０１０３６９１ 

２ 事 業 所 の 名 称    株式会社フロンティア山梨営業所 

３ 事業所の所在地    甲府市住吉４－３－３８ 

４ サービスの種類    福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

             特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

５ 開 設 者    株式会社フロンティア 代表取締役 重森裕之 

６ 管 理 者    中澤嘉之 

７ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２６２号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号    １９７０１００２９１ 

２ 事 業 所 の 名 称    株式会社ヤマシタ山梨営業所 

３ 事業所の所在地    甲府市和戸町１０１８－１ 

４ サービスの種類    福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

             特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

５ 開 設 者    株式会社ヤマシタ 代表取締役社長 山下和洋 

６ 管 理 者    前島卓雄 

７ 変 更 年 月 日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２６３号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号   １９７０１０４８２２ 

２ 事 業 所 の 名 称   みんぷく訪問介護事業所 

３ 事業所の所在地   甲府市丸の内３－１０－１９ 

４ サービスの種類   介護予防訪問介護、訪問介護 

５ 開 設 者   社会福祉法人甲府市民生福祉会 理事長 戸田 知 

６ 管 理 者   矢野好幸 

７ 変 更 年 月 日   平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２６４号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次の者から指定介護機関の指定申請書記載事項に変更の届け出があった

ので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和元年５月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事 業 所 番 号   １９７０１０５０９２ 

２ 事 業 所 の 名 称   桜井寮居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地   甲府市丸の内３－１０－１９ 

４ サービスの種類   居宅介護支援 

５ 開 設 者   社会福祉法人甲府市民生福祉会 理事長 戸田 知 

６ 管 理 者   今井文子 

７ 変 更 年 月 日   平成３１年４月１日 
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甲府市告示第２６５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和元年５月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第２９７号 

（２）物件名   グレーチング一式 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「建設資材・木

材」または「鉄工・板金・鋳造・煉瓦」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２７日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２７日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年６月５日（水） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２６６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和元年５月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第３６５号 

（２）物件名   サーキュレーター（湯田小学校 外１１校） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水） 

- 54 -



（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年５月３０日（木） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）本物件落札者は、第３６６号「サーキュレーター（新紺屋小学校 外１２

校）」及び第３６７号「サーキュレーター（中学校）」の入札に参加すること

はできない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２６７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和元年５月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第３６６号 

（２）物件名   サーキュレーター（新紺屋小学校 外１２校） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年５月３０日（木） 午前１０時１５分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）第３６５号「サーキュレーター（湯田小学校 外１１校）」を落札した者は、

本物件の入札に参加することはできない。 

また、本物件落札者は、第３６７号「サーキュレーター（中学校）」の入札

に参加することはできない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２６８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和元年５月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第３６７号 

（２）物件名   サーキュレーター（中学校） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年５月２２日（水）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年５月３０日（木） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）第３６５号「サーキュレーター（湯田小学校 外１１校）」または第３６６

号「サーキュレーター（新紺屋小学校 外１２校）」を落札した者は、本物件

の入札に参加することはできない。  

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２６９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和元年５月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       平成３１年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市役所 市民部課税管理室資産税課 
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甲府市告示第２７０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和元年５月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第３１８号 

（２）業務名称     甲府市保健福祉計画策定業務 

（３）履行期間     契約締結日から令和２年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）平成３０年度までに地方公共団体等が行う福祉計画策定業務を受託し、履行

した実績を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和元年５月１４日（火）～令和元年５月２３日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１５日（水）～令和元年５月２３日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年６月５日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎９階（９－２会議室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２７１号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申請書

の提出を招請する。 

 

令和元年５月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 公募対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第３１３号 

（２）業務名称      令和元年度人権啓発に関するパネル展等業務委託  

（３）履行期間      契約締結日から令和２年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 公募参加資格 

次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に事務所等を設置し、長年にわたり人権啓発活動を実施している

法人又は団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 参加申請書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和元年５月１４日（火）～令和元年５月２１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 
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（２）配付場所 甲府市市民部市民協働室人権男女参画課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 その他・公募型／入札情報）から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月１４日（火）～令和元年５月２１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民協働室人権男女参画課  

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

４ 参加申請の手続き等 

その他参加申請に関する手続きや審査等に関する内容は、「令和元年度人権

啓発に関するパネル展等業務委託に関する公募要領」を参照すること。  
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甲府市告示第２７２号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８２条の２の規定に基

づき、指定医療機関として次の者を指定したので、同法第５５条の３の規定により

公示する。 

 

令和元年５月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名 称    甲府昭和みみ・はな・のどクリニック  

２ 所 在 地    甲府市国母７－４－１２ 

３ 開 設 者    金丸周一郎 

４ 指定の期間    平成３１年４月１日から令和 年 月 日 

           （「指定更新のみなし」有のため期限なし）  

５ 指 定 番 号    生医甲 １－７

 

- 69 -



    

 

甲府市告示第２７３号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和元年５月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  令和元年度開府５００年を契機とするＶＲコンテンツ利用促進等業務 

２ 業務概要 

本市の歴史的な節目となる「こうふ開府５００年」を契機とし、誘客促進をは

じめ幅広い分野での利用ができるツールとして本市が制作した、ＶＲコンテンツ

の利用促進等を行うための業務について委託するものである。 

ついては、公募型プロポーザル方式により、優れた提案を広く求め、価格評価

のみならず、プロポーザル内容等を総合的に判断し、最も優れたプロポーザルを

行った事業者を本業務委託の優先交渉権者とする。 

３ 履行期間 

  契約締結の日から令和２年３月３１日までとする。 

４ 参加資格要件 

  本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

(1) 本市の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であり、業務委託を

的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組織、人員体

制を有している者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

(4) 本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入

札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこ

と。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

(6) 直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。 

(7) 過去５年以内に、国又は地方公共団体と同種又は類似の業務を受託した実績

があること。 

５ 手続等 
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(1) 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームペ

ージにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

(2) 提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部企画総室企画課 

  甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ：０５５－２３７－５２８９ 

  ＦＡＸ：０５５－２２０－６９３８ 

  電子メールアドレス：seisaku@city.kofu.lg.jp 
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                          甲府市告示第２７４号  

 

 令和元年５月２２日午後１時、次の付議すべき事件について甲府市議会臨時会を

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。 

 

  令和元年５年１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

付議事件 

 １ 議長選挙について 

 ２ 副議長選挙について 

 ３ 議会運営委員会委員の選任について 

 ４ 常任委員会委員の選任について 

５ 甲府地区広域行政事務組合議会議員の選挙について  

 ６ 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会議員の選挙について  

 ７ 東八代広域行政事務組合議会議員の選挙について 

 ８ 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

  以上、議員の臨時会招集請求に基づく付議事件 

 ９ 専決処分について（平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第８号）） 

 10 専決処分について（甲府市市税条例等の一部を改正する条例制定について） 

 11 甲府市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 12 監査委員の選任について 
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甲府市告示第２７５号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）  

第１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域

の自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施

行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和元年５月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     甲府駅北口よっちゃばれ広場  

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成３１年４月２日（火） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第２７６号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和元年５月２１日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和元年５月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市上石田１丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：成猫、首輪無し、痩せている 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第２７７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和元年５月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市 市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第２７８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和元年５月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  

             充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市役所 市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第２７９号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和元年５月２１日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和元年５月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市飯田地内 

２ 犬又は猫の別：猫（２頭） 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス（２頭） 

５ 毛の色：キジトラ、キジシロ 

６ その他の特徴：４～５週齢くらい、首輪をしていない  

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２８０号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号第３の規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者とし

て次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和元年５月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４６１６ 

２ 事 業 所 の 名 称   リタ ワーク 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市湯村三丁目１８－１２  

４ 当該事業所の申請者      甲府市湯村三丁目１８－１２  

              株式会社 ファミリーケア 

代表取締役 末 木 とも子 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      令和元年５月１６日 
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甲府市告示第２８１号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第３の規定に基づき指定介護予防通所介護相当サービス事業者と

して次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和元年５月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００８９１ 

２ 事 業 所 の 名 称   甲斐ケアセンターそよ風 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲斐市大下条８６９－１ 

４ 当該事業所の申請者      東京都港区北青山二丁目７番１３号  

              プラセオ青山ビル 

              株式会社ユニマット 

リタイアメント・コミュニティ  

代表取締役 中 川 清 彦 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      令和元年６月１日 
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甲府市告示第２８２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和元年５月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第３６２号 

（２）業務名称      令和元年度広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念

式参加事業業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から令和元年８月６日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、業種が「運送業務」で

登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
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（１）配付期間 令和元年５月２０日（月）～令和元年５月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月２０日（月）～令和元年５月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年６月１２日（水） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 市民対話室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付 

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  
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（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２８３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和元年５月２３日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和元年５月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市梯子町 国道 358 号上 右左口トンネル精進湖側出口付近  

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種（甲斐犬系） 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒トラ 

６ その他の特徴：成犬、たち耳、中型、首輪等無し 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２８４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和元年５月２３日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和元年５月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市飯田地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：４～５週齢くらい、首輪をしていない  

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２８５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和元年５月２８日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和元年５月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市国母７丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：成猫、首輪無し 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第２８６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和元年５月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天屋２１５番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市伊勢３丁目１３番５－２０４号  

   倉 金  潤 
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                          甲府市告示第２８７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和元年５月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２０５３６号 

             充当通知書 市民発第２０５３８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略）  

３ 保管場所       甲府市 市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第２８８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和元年５月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第２０３８５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市 市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第２８９号  

 

 地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３０年度補正予算について専決 

処分したので、別紙のとおり公表する。 

 

  令和元年５月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第８号） 
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                          甲府市告示第２９０号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第２９１号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２９２号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和元年５月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

 

１ 書類名         平成３０年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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                          甲府市告示第２９３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１号 

工事名 
①側溝改良工事（３１－１） 

② ( 街路－１３）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市和田町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①・施工延長       Ｌ＝２１．６ｍ 

 ・側溝工（３００型）  Ｌ＝２２．１ｍ 

 ・集水桝工       Ｎ＝１箇所 

 ・プレキャスト擁壁工  Ｌ＝２１．６ｍ 

・防護柵工       Ｌ＝２２．０ｍ 

・舗装打換え工     Ａ＝５３．０㎡ 

・付帯工        １式 

②・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００） ２５．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ１００）   ２．５ｍ 

・不断水簡易仕切弁（ＤＩＰ用） 

（φ１００）        ２基 

 ・水抜栓（φ２５）      １基 

・臨給工（支給材有）     １式 

２ 工期 令和元年９月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３，５３２，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路改良工事等若しくは道路改良工 

事等と配水管布設替工事等との合併 

工事。ただし、１件の工事請負額が、 

６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

- 93 -



実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０ / １００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）２０号 

工事名 甲府商業高等学校紫紺館耐震補強及び改修工事 

工事場所 甲府市上今井町３００番地 

工事概要 

１ 工事内容 

・耐震改修   一式 

・防水改修   一式 

・外壁改修   一式 

・電気設備工事 一式 

２ 工期 令和元年１１月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

３３，４６２，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事等。

ただし、１件の工事請負額が、 

１，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和元年５月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和元年６月２１日 

12 開札日時 
令和元年６月２７日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和元年６月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和元年６月２５日まで 

２ 回答 令和元年６月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和元年６月２６日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建築）２３号 

工事名 湯田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事 

工事場所 甲府市湯田一丁目８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

湯田小学校 校舎 鉄筋コンクリート造３階建て 

１、２、３階 トイレリニューアル工事 

・内装改修工事 一式 

・建具工事   一式 

・解体工事   一式        

・電気設備工事 一式 

２ 工期 令和元年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６，２３２，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事 

等。ただし、１件の工事請負額が、 

８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 1  入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

- 99 -



２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０ / １００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９６号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

 

                甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建築）２４号 

工事名 西中学校校舎トイレリニューアルⅠ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市飯田５丁目１３番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

西中学校校舎 鉄筋コンクリート造３階建て 

西側 １、２、３階 トイレリニューアル工事 

・内装改修工事 一式 

・建具工事   一式 

・解体工事   一式        

・電気設備工事 一式 

２ 工期 令和元年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，０２９，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ｃ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事 

等。ただし、１件の工事請負額が、 

７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 1  入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

- 102 -



２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０ / １００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）２１号 

工事名 湯田小学校校舎トイレリニューアル（機械設備）工事 

工事場所 甲府市湯田一丁目８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

湯田小学校校舎トイレリニューアル工事に伴う機 

械設備工事 

・給水設備工事   １式 

・排水設備工事   １式 

・衛生器具設備工事 １式    

・消火設備工事   １式 

・換気設備工事   １式 

・撤去工事     １式 

２ 工期 令和元年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６，３５１，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、

１件の工事請負額が、８００万円以 

上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日 

改正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

- 106 -



問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）２２号 

工事名 西中学校校舎トイレリニューアルⅠ期（機械設備）工事 

工事場所 甲府市飯田五丁目１３番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

南館（２６棟）リニューアル工事に伴う機械設備 

工事 

・衛生器具設備工事 １式 

・給排水管改修工事 １式 

２ 工期 令和元年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，９７９，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、

１件の工事請負額が、７００万円以 

上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 
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４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日 

改正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２９９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）２号 

工事名 
①市道舗装工事（３１－１） 

②下水道修繕工事（公共Ｈ３１－１) 

工事場所 甲府市朝日二丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

①施工延長      Ｌ＝１７１．７ｍ 

 切削オーバーレイ工 Ａ＝１，１２４．０㎡ 

 区画線工      １式 

②小口径公設桝取替工（φ１５０）  １４箇所 

小口径公設桝取付管取替工（φ１５０）３箇所 

小口径公設桝取付管取替工（φ２００）１箇所 

 公設桝取付管取替工（φ５００）   １箇所 

雨水桝取付管取替工（φ５００）   ２箇所 

小口径公設桝鉄蓋調整工（φ１５０） １箇所 

公設桝取付管撤去工（φ５００）   ７箇所 

人孔鉄蓋調整取替工（１号）     ７箇所 

付帯工               １式 

２ 工期 令和元年９月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，１４８，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 
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３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日 

改正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３００号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和元年５月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市蓬沢町字整理地１１２２番１及び１１２４番３ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市向町６１０番地１ 

   シャーメゾンプルートＤ棟１０１  

   川 﨑 数 馬 
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                          甲府市告示第３０１号 

 

 介護保険法第７８条の５第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者とし

て次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規定により公示する。 

 

  令和元年５月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １３７１２０９６４２ 

２ 事業所の名称       りはびり空間 プレミア・ケア 芦花公園店 

３ 事業所の所在地      東京都世田谷区南烏山１－１６－１９ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社プレミア・ケア 

              代表取締役 関 根  浩 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 

 

- 114 -



甲府市告示第３０２号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和元年５月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   下小河原自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
堀 井 敏 明 田 辺 建 男 

代表者 

住 所 
甲府市住吉五丁目２３番６号 甲府市下小河原町３１４番地 

３ 変更年月日  平成３１年３月１７日 
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甲府市告示第３０３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和元年６月３日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和元年５月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市上石田３丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：１ヶ月半くらい、首輪をしていない 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第３０４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和元年５月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２０８３３号 

             充当通知書 市民発第２０８３４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市 市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３０５号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  令和元年５月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第３０６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和元年５月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市下今井町字村西４３番１及び４３番３から４３番１８まで 

   以上１７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

   株式会社とちの木 

   代表取締役 中 沢 健 次 
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甲府市告示第３０７ 号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次の者

から指定医療機関の事業の廃止の届け出があったので、同法第５５条の３の規定に

より公示する。 

 

令和元年５月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療機関コード    ０１４０１６１ 

２ 名 称    正和堂薬局 

３ 所 在 地    甲府市塩部一丁目１１－１１ 

４ 開 設 者    有限会社メディカルショウワ 

代表取締役 堀口幸彦 

５ 廃 止 年 月 日    平成３１年４月３０日 
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                          甲府市告示第３０８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和元年５月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市蓬沢一丁目８７９番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   静岡県静岡市葵区大岩本町９番３０－３０３号  

   福 田 行 宏 
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                          甲府市告示第３０９号 

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵 

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６ 

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  令和元年５月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名     甲府市介護保険料 更正通知書 

２ 発送日     平成３１年４月１日 

          令和元年５月２２日 

３ 項 目     平成３０年度介護保険料更正通知書（平成３０年度賦課分） 

平成３１年度介護保険料更正通知書（平成３１年度賦課分） 

４ 納付方法    年金からの特別徴収、普通徴収 

５ 送達を受けるべき者 

          （省略） 

６ 保管場所    甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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                          甲府市告示第３１０号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和元年５月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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教育委員会 
 

甲府市教育委員会告示第１８号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和元年５月２１日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （教長契）第１５号 

（２）業務名称     甲府市立小学校（１５校）ガス空調機保守点検業務委託 

（３）履行期間     令和元年７月１日から令和４年６月３０日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）

甲府市における建設工事の競争入札参加資格の認定において、業種が「管工

事」で登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）

この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
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（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和元年５月２２日（水）～令和元年５月３０日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和元年５月２２日（水）～令和元年５月３０日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年６月１８日（火） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるい

ずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 
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甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第６５号 

 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定による選挙人名

簿の登録を行う日を、同項の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休

日以外の日とし、次のとおり定める。 

 

令和元年５月１７日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 令和元年６月定時登録日 

  令和元年６月３日（月） 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第５号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会５月

定例総会を、令和元年５月３０日午後２時００分、甲府市南公民館において開催し、

付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規

定により公告する。 

 

  令和元年５月２４日 

 

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 令和元年６月告示分農用地利用集積計画について 
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上下水道局 
                       

甲府市上下水道局告示第２２号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  令和元年５月１３日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （機械）１３０００７号 

工事名 下水道管布設工事に伴うマンホールポンプ設置工事(Ｈ３０－１) 

工事場所 甲府市古府中町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

古府中第５中継ポンプ場 

・水中汚水ポンプ（φ６５ ０．７５ｋＷ）２台 

・据付・配管設備            １式 

古府中第６中継ポンプ場 

・水中汚水ポンプ（φ６５ ０．７５ｋＷ）２台 

・据付・配管設備            １式 

古府中第５・６中継ポンプ場 

・制御盤（自立型）           １面 

２ 工期 令和元年１０月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

１６，２９１，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店又は営業所所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

機械 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６００点以上 
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３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月１３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和元年５月２２日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月１３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年５月２２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年５月２８日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月１３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年５月２９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月１３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年５月２９日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月６日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２３号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和元年５月２３日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００５号 

工事名 （更新－１０）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市元紺屋町地内（愛宕トンネルの北西） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００）   ３２５．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ１００）      ２．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（泥吐管）（φ１００）３．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（仮設管）（φ１００） ６．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）     １８．０ｍ 

・ＲＲＶＰ（φ７５）        １．５ｍ 

・ＳＳＰ（φ５０）        １５．５ｍ 

・ＳＳＰ（泥吐管）（φ５０）    ９．０ｍ 

・ＳＰ（泥吐管）（φ５０）     １．０ｍ 

・ＳＳＰ（φ４０）         １．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）     ７基 

・泥吐弁．ＧＸ（φ１００）     ２基 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）      ３基 

・消火栓（φ７５）         ３基 

・仕切弁．Ｆ（φ５０）       ２基 

・泥吐弁．Ｆ（φ５０）       １基 

２ 工期 令和２年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

４９，７２０，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 ２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件の 

工事請負額が、２，４００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和元年５月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和元年６月２１日 

12 開札日時 
令和元年６月２７日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和元年６月２８日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和元年６月２５日まで 

２ 回答 令和元年６月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和元年６月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２４号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  令和元年５月２３日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００６号 

工事名 （鉛対４－７）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市上石田四丁目地内（南西第四児童公園の北東） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００）  １１６．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ （φ１５０）    ３．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ （φ１００）   １０．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）      ２基 

・水抜栓   （φ２５）       １基 

２ 工期 令和元年９月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，３３３，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、６００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 令和元年５月２３日 
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２ 入札説明書等配付締切日 令和元年６月３日 

３ 申請書受付開始日 令和元年５月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和元年６月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和元年６月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和元年５月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和元年６月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和元年５月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和元年６月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和元年６月１８日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和元年６月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和元年６月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

- 136 -



問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第２５号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和元年５月２８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                    甲府市上下水道局業務部長    青   木   俊   也 

 

１ 指定年月日   令和元年５月２８日 

 指 定 番 号   第２６９号 

 指 定 店 名   株式会社乙黒設備 

 所 在 地   甲府市下飯田４－３－９－８ 

 代表者氏名   乙黒 和隆 
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甲府市上下水道局告示第２６号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和元年５月２８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                    甲府市上下水道局業務部長    青   木   俊   也 

 

１   指定年月日   令和元年５月２８日 

 指 定 番 号   第２７０号 

 指 定 店 名   マルヤマ設備 

 所 在 地   甲州市勝沼町等々力１２１－１ 

 代表者氏名   丸山 祐司 
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甲府市上下水道局告示第２７号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和元年５月２８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

１ 指 定 番 号   第４２６号 

  指定業者名   株式会社 乙黒設備 

  所 在 地   甲府市下飯田４丁目３―９―８ 

  代 表 者   乙黒 和隆 
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甲府市上下水道局告示第２８号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和元年５月２８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                      甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

１ 指 定 番 号   第４２７号 

  指定業者名   マルヤマ設備 

  所 在 地   甲州市勝沼町等々力１２１－１ 

  代 表 者   丸山 祐司 
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甲府市上下水道局告示第２９号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和元年５月３１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

                  

１ 指定番号   第３６４号 

指定業者名  野中住宅設備 

所在地    中央市藤巻１５６２ 

代表者    野中 茂 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

望 月 由 佳    

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

以 上    発 令 日  令和元年 ５月 １日 

 

 

末 木 咲 子   

甲府市監査委員に選任する 

以 上    発 令 日  令和元年 ５月２３日 
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